
第３章 教育方法 

 

15 

 

第３章 教育方法  

 

１ 授業を行う学生数  

当専攻の現在の収容定員は 108 名であり（入学定員 36 名×３）、在籍学生の

状況は第１章表２のとおりである。再履修者、本学の他の教育組織の学生及び科

目等履修生を含め、すべての授業科目について、受講学生数は 50 名未満であ

り、少人数教育が徹底されている。この結果、各科目の教育目的に即した双方向

的又は多方向的な密度の高い教育の実施が担保できる適正な規模が、すべての授

業科目について維持されており、平成 28 年度の場合、2 名（「倒産法演習」な

ど）～35 名（「商法Ⅲ」）の間にとどめられている。  

なお、本学の他の教育組織の学生については、「展開・先端科目群」について

のみ、当該授業担当教員の承諾及び教員会議の許可を予め得た場合に限って受講

を認めることとしている。また科目等履修生の受け入れについては、少人数教育

の実施を担保するために、対象となる履修科目を展開・先端科目群に制限してい

るほか、各科目当たりの履修生数を適正な範囲に留めて、当該科目の受講者数を

適正な規模に留める配慮をして運用されている。これまで当専攻の科目を履修し

た本学の他の教育組織の学生、科目等履修生とも、毎年 0 から若干名にとどま

っている。  

 

２ 授業の方法  

 

(1)総説  

 当専攻では、前述（第２章）の教育課程及び教育内容に従って、学生が法曹と

して必要とされる法知識の修得にとどまらず、具体的事例や新たな事例に的確に

対応することのできる能力を涵養するために、授業の方法についても様々な工夫

をしている。具体例を挙げれば、次のとおりである。  

 

(a) 法律基本科目について   

原則として該当講義の１週間前までに講義レジュメ及び参考資料を配付し、

予習の効率を高める工夫をしている。毎年、講義レジュメ及び参考資料の内容

を見直し、最新の内容を組み入れることにしている。また、学生から寄せられ

た要望をできる限り講義に反映するように努めている。例えば、講義レジュメ

の早期配付（紙媒体に加えて、当専攻ウェブサイトからのダウンロード配布）

に努め、必要に応じて講義資料の判例等の添付も行っている（次頁画面に例）。

こうした工夫を通じて、限られた時間の中で密度の濃い、体系的な講義の実施

を確保して、専門的な法知識を確実に学生に定着させるよう努めている。  
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 １年次に履修する基礎科目については、双方向的又は多方向的な討論も授業

に取り入れてはいるが、本学の場合、有職社会人という学生の制約上、正規の

授業時間での学修時間の確保を学生全員に同一レベルで確保することがきわめ

て困難であるという事情もあり、また未修者に対して効率よく、かつ、確実に

必要な基礎知識を偏りなく定着させていくために、講義中心とならざるを得な

い面がある。  

もっとも、この点を補うために、２年次以降に必修科目として配置した演習

系科目及び総合系科目においては、事前に学生に予習課題を与え、事例を研究

させたうえで、具体的素材に基づくケーススタディ方式を取り入れたり、教員

と学生及び学生間の討論を積極的に行ったりするなど、双方向的又は多方向的

な討論を通じた授業となるよう配慮している。  

 

(b) 実務系科目について  

民事系科目では、実務における具体的事例を事前に学生に検討させ、実務で

の法運用を講義と学生との討論で理解させている。また、事例に的確に対応す

る能力を涵養するためには、自分の考えを文章に簡潔、的確かつ説得的に表現

することが重要であることにかんがみ、テーマを与えて自宅起案をさせ、これ

についての添削指導をしたり、授業時間を使って即日起案をさせ、これについ

ての講評を踏まえた講義、討論を行ったりする（「民事法総合演習」、「民事

訴訟法総合演習」）などの工夫をしている。  

 同様に刑事系科目でも、実務での具体的事例を事前に学生に検討させ、実務

での法運用を講義と学生との討論で理解させている（「刑事訴訟実務の基礎

Ⅰ」）。また、「刑事模擬裁判」では、刑事訴訟記録を使用して、模擬裁判を

行う方法を採っている。  

  本学では、時間的・職業的制約の大きい夜間・社会人学生が実務に触れる機

会を確保するために、法科大学院の施設に法律事務所を併設して、フレックス

タイム制の「リーガルクリニック」（２年／３年次配当）を実施している（第

１章参照）。学生には、「法曹倫理Ⅰ」及び「法曹倫理Ⅱ」（いずれも２年次

配当必修科目。各科目の内容については第２章１ (1)。）を受講したうえで参

加させることとし（２年次の学生は「法曹倫理Ⅰ」・「法曹倫理Ⅱ」を当該年

度内に履修を終える見込みであれば足りる。）、参加にあたり関連法令の遵守

と守秘義務等に関する指導をして、誓約書を提出させている。「リーガルクリ

ニック」には、外部の法律（弁護士）事務所における研修もとり入れている

が、この研修担当には、当専攻の実務家教員があたり、専任教員が研修先の実

務指導及び成績評価に責任をもつ体制がとられている。なお、学生は研修先か

ら報酬は受け取らないこととなっている。  
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(2) 授業計画等の周知  

 １年間の授業の計画、各授業科目における授業の内容及び方法、成績評価の基

準と方法については、新年度初頭に学生に配付されるシラバスを通じて、すべて

あらかじめ学生に周知されている。なお、シラバスについては、当専攻ウェブサ

イトからも閲覧できるようにしてあり（以下画面）、学生に対する事前周知を徹

底するよう努めている。  

 

(3) 集中講義の実施状況  

当専攻では平成 26 年度以降、集中講義は実施されていない。  

 

(4)有職社会人学生がかかえる場所的・時間的障害を解消するためのＩＣＴ（情

報通信技術）の導入  

出張等で通学が困難な学生が、出張先から授業に参加することを可能にするた
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め、平成 28 年度より、ウェブ会議システムを通じて受講することで授業の出席

が認められる（ただし回数制限あり。）制度を開始している。  

さらに平成 28 年度は、テレビ会議システムを通じ、他大学法科大学院との間

で授業を送受信する実験授業を行った（詳細は第７章）。  

 

３ 履修科目登録単位数の上限  

履修登録する単位数の上限は、修業年限により、以下のとおりとしている。  

 

① 修業年限３年の場合：各年次とも 36 単位（ただし最終年次に限り 44 単

位）  

② 修業年限４年（長期履修）の場合：各年次とも 27 単位（ただし最終年次

に限り 33 単位）  

 

 この上限単位数には、再履修科目単位数及び本学大学院学則第 38 条１項に基

づいて他の大学院で修得した単位を本学の単位として認定した場合を含む。  

 なお、原級留置となった場合の再履修科目については、前年度に成績評価が

「Ｄ」であった科目を履修すること、及び「Ｃ」であった科目を再履修すること

のみに制限している。  

 また、TWINS（学務業務支援情報システム）では、上記の上限単位数を超え

て履修登録をすることが事実上可能なため、ガイダンス、文書配付、掲示等の複

数の手段を通じて、上限単位数を超えた履修登録を認めない旨、学生に対して周

知徹底を図っている。また、上限数を超えて登録してしまった学生への対策とし

て、登録期間終了後、各学生の登録単位数のチェックを行い、該当学生に対して

個別に連絡し、上申書を提出させたうえで、履修登録の修正手続（上限を超える

科目の削除）を行わせている。これにより、上限単位数を超えた科目履修を防止

している。  
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［特長］  

・時間的・職業的制約の大きい夜間・社会人学生が実務に触れる機会を確保する

ために、法科大学院の施設に法律事務所を併設して、Web 上で利用可能な

「日程管理システム」を活用して、フレックスタイム制の「リーガルクリニッ

ク」（２年／３年次配当）を実施している。  

・すべての授業科目について、受講学生数は 50 名未満であり、少人数教育が徹

底されている。  

・学生の効果的な事前学修を支援するため、講義レジュメ等の関係資料の配布を

紙媒体での資料室での配布に加えて、当専攻ウェブサイトの学内者専用ページ

により、学外からも任意に取得できるよう工夫に努めている（原則として講義

１週間前までの早期配布を行っている）。  

・純粋未修者の復習や欠席者、遅刻者の補充学修のため、録画された講義をスト

リーミング配信し、学生が自宅等のパソコンから当専攻ウェブサイトの学内者

専用ページにアクセスすれば、任意にこれを視聴できる。  

・有職社会人学生がかかえる場所的・時間的障害を解消するため、ＩＣＴ（情報

通信技術）を導入している。  

 

［課題］  

・今後はＩＣＴを通じた授業の実施方法につき、教員が組織的にノウハウを蓄積

し共有してゆく必要がある。  


